
       
 

  

第５４回公正入札調査会議（契約の適正化小グループ） 

の議事概要について                

 

 

 

 標記の会議について、以下のとおり議事概要をお知らせします。 

 

１．開催日・場所 

令和７年１０月２２日（水） 

中央合同庁舎第３号館８階特別会議室 

２．出席委員 

     大橋 弘       東京大学大学院経済学研究科 教授 

尾花 眞理子  弁護士 

楠  茂樹   筑波大学人文社会系 教授 

堀田 昌英   東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 教授 

                         【敬称略（五十音順）】 

 

３．議事 

（１）令和７年１月１日～令和７年６月３０日に締結された随意契約及び一

般競争契約の報告及び審議 

    

     国土交通本省等が令和７年１月から令和７年６月までに発注した物品・役

務に係る契約の過程及び契約の内容（官庁営繕部所掌の工事の設計、工事監

理及び工事に関する調査並びに航空局所掌のものを除く。）の報告を行い、

計１０８８件（随意契約７０１件、一般競争契約３８７件）のうち委員が抽

出した１０件に関して、入札及び契約の適正化に関する事項について審議を

行った。 

 

（２）その他 

   ・審査対象期間における契約統計について報告した。 
 

 

 



       
 

  

 

４．委員からの主な意見等 

   別紙のとおり 
 

  



       
 

  

                                       別紙 

１． 随意契約 

主な質問・意見 回答 

【事案１】2025 年度 Smart JAMP スマートシティ実

現に向けた調査検討業務（複数の要素技術の組合せ）

（総合政策局国際政策課） 

 

・企画競争における提案書を提出してくれる事業者

は固定されていないか。 

 

 

 

 

 

・スタートアップ企業も含めて、より多くの事業者

に提案いただけるよう工夫を行っております。 

【事案２】建設技能者への賃金の支払状況を確認す

るための環境構築に向けた運用検討業務（不動産建

設経済局 大臣官房参事官（建設人材・資材）付） 

 

・本業務の契約事業者は大手か。事業はしっかり実

施できたか。 

 

・企画競争では企画提案書を評価して事業者を特定

するものだが、評価基準は公示されているのか。 

 

 

 

 

 

・大手企業ではないが、事業内容を十分理解されて

いることが確認できたため契約相手方として特定

し、事業を実施していただきました。 

・本件では、企画提案書を特定するための評価基準

を公示しております。 

 

【事案３】まちづくり DX の推進に向けた都市デジ

タルツインのエコシステム構築調査業務（都市局国

際・デジタル政策課） 

 

・本業務を受注した事業者が当システムを技術的に

囲い込んでしまった状況となっていないか。 

 

 

 

 

 

・業務成果はホームページにて公開して透明性は確

保しておりますので、他の事業者がノウハウを吸収

して、新たな技術的な提案をいただけるものと考え

ております。 

 

【事案４】令和７年度 自動運転車等に係る交通事故

分析及び道路構造からの再発防止策検討業務（道路

局道路交通管理課） 

 

・本業務の契約事業者が道路交通法第１０８条の１

３により交通事故の発生に関するデータを有してい

るとのことだが、このセンターだけが取り扱えるも

のなのか。 

 

 

 

 

 

・当データは警察庁のデータであり、警察庁が道路

交通法でそのデータ収集等を行う事業者を指定し

ているものと認識しております。 

 

 



       
 

  

主な質問・意見 回答 

・本業務は再委託は行っているか。 

 

・再委託は行っていない。 

 

【事案５】輸出入・港湾関連情報処理システム利用 

（港湾局参事官（技術監理・情報化）室） 

 

・平成２０年代から輸出入・港湾関連情報処理シス

テムの利用業務契約が続いているとのことだが、そ

れ以前は輸出入・港湾関連情報処理システムはなか

ったのか。 

 

 

 

 

・それ以前は港湾ＥＤＩというシステムを港湾局で

持っておりました。輸出入・港湾関連情報処理シス

テムというのは財務省がもともと貿易手続の関税

手続を簡素化するためにつくったシステムであり、

同じ入出港のときに必要な手続ということで、平成

２０年代に統合を行い、今の状況となっているもの

です。 

 

【事案６】「食」の力を最大活用したガストロノミー

ツーリズム推進事業に係る調査業務（観光庁観光地

域振興部観光資源課） 

 

・本業務では、実施地域に対する専門家による伴走

支援を行っているが、企画競争における提案書提出

時でこうした専門家の候補者を列挙することを求め

ているのか。それは提案書提出の障害となっていな

いか。 

 

・今後の改善点として、事業体制の難易度・規模に

見合った「事業費（事務局経費）の見直し」を検討

するとのことだが、どのような意図なのか。 

 

 

 

 

 

・専門家の方々を確保していただくことが難しい場

合もあるかと思いますが、本業務の性質上、専門家

と一緒に伴走して取り組むという事業内容となっ

ており、専門家の確保は事業を進める上で重要であ

るため、提案書提出時点で求めております。 

 

・本業務は単純な事務作業ではなく、採択地域に入

り込んでの事業スキーム構築や専門家による伴走

支援などの運営業務を行うものであるため、その内

容を遂行するに当たっての事業費の見直しが検討

できるのではないかと考えたものです。 

 

  



       
 

  

                                                   

２． 一般競争 

主な質問・意見 回答 

【事案７】建設工事受注動態統計調査（甲調査）に

係る委託業務（総合政策局情報政策課建設経済統計

調査室） 

 

・参考見積を徴取したのは２者とのことだが、参考

見積を徴取できそうな同種の業務を行っている事業

者は他にはないのか。今後も２者に限った競争とな

らないよう工夫しほしい。 

 

・本業務では調査票の回収率目標を仕様書に記載し

ているが、達成できていない年度も見受けられる。

何らかの工夫はしているのか。 

 

 

 

 

 

・過去に応札した２者から徴取したものであるとい

うことのため、もう少し事業者はいると思います。 

 

 

 

・回収率には非常に問題意識を高く持っておりまし

て、契約事業者と一緒にメールや電話でお知らせを

して督促も行っています。 

 

【事案８】幹線鉄道旅客流動実態調査（鉄道局参事

官（新幹線建設）室） 

 

・本業務は、公告期間を経て開札・契約・履行開始

が近接しているが、そのスケジュールだと準備期間

が取れないということで入札を敬遠してしまう事業

者が生じると思うがいかがか。 

 

 

 

 

・仰るとおり、なるべく準備期間を持たせることは

重要なものと思っておりますので、今後の発注に際

しては、できる限り準備期間を確保していきたいと

思います。 

【事案９】統合版工事契約管理システムの改修に係

る設計・開発等業務（大臣官房官庁営繕部整備課） 

 

・予定価格は参考見積を基に作成されたのか。また、

その参考見積は何者から徴取できたのか。 

 

・本業務の競争参加資格の等級はＡ等級とされてい

るところ、他省庁の場合は一等級に限定せずに等級

を拡大する方針を取る場合もあるが、本業務は等級

拡大に馴染まないと判断したのか。 

 

 

 

 

・予定価格は、２者から徴取した参考見積に基づい

て作成しております。 

 

・今回については、Ａ等級のみとしております。等

級を拡大して発注されている業務もあることを認

識致しましたので、今後の対応を検討していきたい

と思います。 

 

【事案１０】令和６年度 自動車検査・整備情報シ

ステムの改修（物流・自動車局自動車整備課） 

 

 

 

 



       
 

  

主な質問・意見 回答 

・価格点で満点を取るためにはいくらで入札すれば

よいのか。本業務は総合評価落札方式案件で、価格

点６０点、技術点１８０点という配分であるが、価

格点にある程度の幅があれば、もし２、３者の入札

があった場合に価格で勝負する事業者もあれば、技

術点で多少差がついてしまっていても逆転できると

いう考え方もある。総合評価なので、品質が良いほ

うを取りたいという考えももあると思うので、その

辺りの仕組みづくり次第で、いろいろ変わるのかな

という印象を受けた。 

 

・価格点については、事前に計算方法というものを

準備しておりまして、それに当てはめて計算するよ

うになっております。 

 


